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滞在地（避難先）での不在者投票
　避難などで遠方へ行かれている方は、滞
在地（避難先）で不在者投票ができます。
 手続きが遅くなると投票できなくなりま
すので、不在者投票の用紙の請求は早めに
しましょう。

①投票用紙等を請求する　
 ※請求は４月11日以前でもできますので、
お早めに。

 「選挙のお知らせ」に同封されている「請
求書（宣誓書）」に必要事項を記入し、「不
在者投票請求返信用封筒」に入れて、郵送
してください。
※メールやＦＡＸでの請求はできません。
注）不在者投票の誤請求を防ぐため、滞在
地（避難先）が投票所設置市町村の方
には、「請求書（宣誓書）」を同封してい
ません。必要な方は、選挙管理委員会
までご連絡ください。また、町ホームペー
ジからもダウンロードできます。

②投票用紙等を受け取る
 郵送されてきた封筒（投票用紙、投票用
封筒（内封筒と外封筒）、不在者投票証明書）
を受け取ってください。
※不在者投票証明書が入った封筒は、絶対
に開封しないでください。開封すると
投票できなくなります。
※自宅等で投票用紙に記載しないでください。

③滞在地（避難先）の市区町村で投票する
 受け取った封筒（レターパック）を持参
して滞在地（避難先）の市区町村選挙管理
委員会で投票してください。
 避難先市区町村の選挙管理委員会で投票
できるのは、平日（土、日、祝日を除く）
の勤務時間内（８時30分から17時）とな
りますので、ご注意ください。

請求・投票の流れ
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浪江町選挙管理委員会
0243－62－0128

４月21日は、浪江町議会議員一般選挙
の投票日です。
この選挙は、私たちにとって最も身近

な代表者を選ぶ選挙です。
棄権しないで投票しましょう。

＊議員定数の改正により、今回の選挙から、選出す
る議員の定数は20人から16人となっています。

浪江町議会議員
一般選挙の
投票日です

4月21日（日）

選挙に関する問い合わせ
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